
４款　衛生費　　１項　保健衛生費

【施策の目的】
休日、夜間の救急医療を確保する。

【施策の実施】
（1）在宅当番医制運営事業

（小郡三井医師会は在宅当番を休日診療センターにて実施）
（2）病院群輪番制病院運営事業

（3）久留米広域小児救急医療支援事業

実施場所：久留米広域小児救急医療センター（聖マリア病院）
診療時間：通年準夜帯（19時～22時）

【施策額の内訳】
（1）在宅当番医制運営事業費

救急医療（在宅当番医）委託料 施策総額　 2,588千円

・平成25年度在宅当番医制事業補助金額 4,044,000円・・・・・・・②
（2）病院群輪番制病院運営事業費（平成22～25年度は、久留米広域定住自立圏形成基金より拠出）

救急医療（病院輪番制）負担金 施策総額　 0円

・平成25年度久留米地区（3市1町）病院群輪番制事業に係る経費
（医師会への補助金額）

（3）久留米広域小児救急医療支援事業（平成22～25年度は、久留米広域定住自立圏形成基金より拠出）
久留米広域小児救急医療事務負担金 施策総額　 0円

※1：久留米市は15歳
　　　以下人口の2倍が
　　　算定の基礎

（単位：千円）

保健衛生総務事業 健康課

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

小郡市 59,516 64% 2,588,160
久留米市 17,917 19% 768,360

地区医師会の区域において、休日の診療を行う在宅当番医の当番日の整備事業及び在宅当番医の実施
を医師会に委託。

二次医療圏単位として、休日夜間の診療体制を整えるもので、久留米保健医療圏（大川市、大木町を除く）
の病院群が共同連携して、輪番制方式により初期救急医療施設からの転送患者を受け入れる。

夜間の小児救急医療について、地域全体で支援することにより、診療体制を安定かつ充実させ、子どもを
安心して生み育てることができる社会づくりを目的とする。

平成24年9月30日現在住民基本台帳人口(人） 在宅当番負担割合① 在宅当番負担金額（①×②）(円）

2,588 2,588

平成24年9月1日現在
住民基本台帳人口

負担割合
①

負担金額
①×②

久
留
米
市

旧久留米市 237,435人

大刀洗町 15,565 17% 687,480
合計 92,998 100% 4,044,000

大刀洗町 15,536人 4.0586646% 1,257,108円
うきは市 32,129人 8.3934627% 2,599,744円

71.9947960% 22,299,265円
小郡市 59,535人 15.5530767% 4,817,323円

旧田主丸町 20,213人
旧北野町 17,938人
（合計） 275,586人

久留米市 4,101人 4,539千円 93,438人 4,348千円 8,887千円

構成市町
平成23年
度患者数

患者割額
①

平成24年10月
1日現在15歳

以下人口※1

15歳以下
人口割額

②

負担金額
①＋②

合  計 382,786人 100% 30,973,440円

71,040円×436日＝30,973,440円・・・②

うきは市 134人 149千円 4,521人 210千円 359千円
小郡市 422人 467千円 9,624人 448千円 915千円
大川市 40人 44千円 4,665人 217千円 261千円

合計 4,922人 5,448千円 117,068人 5,447千円 10,895千円
大木町 85人 94千円 2,430人 113千円 207千円

大刀洗町 140人 155千円 2,390人 111千円 266千円
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充当費用 6,402千円 鳥栖・三養基協力金 3,623千円
構成市町負担金 10,895千円

9,942千円 吉野ヶ里町協力金

【施策の目的】

【施策の実施】

【施策額の内訳】

【施策の効果】

【施策の目的】

【施策の実施】

【施策額の内訳】

【施策の効果】

【施策の目的】

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

204千円
雑入 2千円

【施策の効果】
休日診療、夜間診療、夜間の小児救急診療体制を構築することで、市民に安心していつでも受診することが出
来る環境を提供できている。

健康づくり啓発事業 健康課

・久留米広域小児救急医療支援事業費 33,318千円
国・県補助金
前年度繰越金 2,250千円
ふるさと振興基金

あすてらすフェスタ（小郡市民の健康づくり大会） 304 千円

あすてらすフェスタ（小郡市民の健康づくり大会）に参加した者が、それぞれ健康について興味や理解を示し、
健康に対する自覚を高めることにつながっている。

市民の健康づくり支援事業 健康課

あすてらすフェスタ（小郡市民の健康づくり大会）を開催することで、市民の健康づくりについての正しい知識、
健康に対する自覚を高める。

施策内容 事業内容
あすてらすフェスタ（小郡市民の健康づくり大会） 平成25年10月27日開催　延べ4,720人参加

施策内容 施策額

304 304

平成20年3月に策定された小郡市健康増進計画に基づき、地域における小郡市民の自主的・主体的健康づく
りを実現するために運動を中心とした健康運動リーダーの養成を行うとともに、健康運動リーダーが公民館等を
使用した運動の提供・アドバイスを行うにあたっての事前準備及び援助等を行う。

・健康運動リーダー養成講座 ・・・健康運動リーダー養成講座を修了された区で、健康運動リーダーを増やした
いと希望される区を対象に健康運動リーダー養成講座を開催。参加行政区4区、新規認定者数9名、平成25年
度末時点認定者数131名（登録者数128名）

・健康運動リーダー研修・・・健康運動リーダーに登録されている方を対象に、運動の習慣や新しいスキルを提
供する講座を開催。年間4回。参加者数87名。

・自主健康運動教室支援・・・健康運動リーダーが公民館等を使用した運動の提供やアドバイスを行うにあたっ
ての事前準備及び援助を行う。支援回数年間109回、延べ参加者数1,611人。

施策内容 施策額

1,221 1,221

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

その他 一般財源

51,676 499 51,177

市民の健康づくり支援事業 1,221千円

市民の健康づくり支援事業の実施により、運動を中心とした市民の自主的・主体的健康づくりの実践を行うこと
が出来ている。

母子保健事業 健康課

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債

母子、乳児、幼児等に対する健康診断や保健指導を推進することにより、母子の健康の保持、増進に努める。
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【施策の実施】

乳幼児健康診査事業 4ヶ月児健康診査 人 人 ％

10ヶ月児健康診査 人 人 ％

1歳6ヶ月児健康診査 人 人 ％

3歳児健康診査 人 人 ％

3歳児精密検査 人 人 ％

母子訪問指導事業 新生児 人 人 ％

妊婦健康診査事業 基本健診・妊娠初期血液検査 件

基本健診（8回） 件

基本健診・貧血検査 件

基本健診・超音波 件

基本健診・超音波・貧血・血糖検査 件

基本健診・クラミジア検査 件

基本健診・B群溶血性レンサ球菌検査 件

母子相談指導事業 ようこそ赤ちゃん教室（年24回） 人

きらきら教室（年24回） 人

母子健康手帳の交付 人

離乳食教室（年12回） 人

育児・発育相談（年12回） 人

【施策額の内訳】

母子訪問指導事業
妊婦健康診査事業 母子相談指導事業

【施策の効果】

【施策の目的】
生活習慣病の予防及び疾病の早期発見、早期治療に貢献し、住民の健康の保持、増進に寄与する。

【施策の実施】

人

がん検診 胃がん 人 ％

子宮頸がん（集団） 人

子宮頸がん（施設） 人

乳がん（集団） 人

乳がん（施設） 人

マンモグラフィ 人 ％

大腸がん 人 ％

肺がん 人 ％

前立腺がん 人 ％

健康教育 人

健康相談 人

健康手帳交付 人

訪問指導 人

同和地区保健対策事業 短期一日人間ドック 人

511 491 96.1
43 26 60.5

434 419 96.5
482 462 95.9

事業の種類 対象者数 受診者数 受診率
423 406 96.0

404
423
408

事業の種類 参加者数
223

事業の種類 受診件数
430

2,486
430
355

事業の種類 対象者数 実施者数 実施率
442 400 90.5

乳幼児健康診査事業 6,786 千円 1,856 千円
39,881 千円 3,017 千円

413
440
119
781

施策内容 施策額 施策内容 施策額

30,349

乳幼児健診や各種母子相談事業等を実施することにより、乳幼児の健康状態を把握するとともに、母子の健康
の保持、増進につなげることができている。

成人保健事業 健康課

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

同和地区出産助成費 136 千円 合　　計 51,676 千円

40歳以上 2,925 16.5
20歳以上偶数年齢及び20,25,30,35,40歳 1,039

25.3

健康診査の種類 対象者 受診者数 受診率
肝炎ウィルス検査 40歳及び41歳以上の未受診者 94 －

40,315 3,091 165 6,710

40歳以上 3,793 21.4
50歳以上の男性 1,347 23.1

40歳以上の偶数年齢及び40,45,50,55,60歳 1,525 23.3
40歳以上及び40,45,50,55,60歳 3,741 21.1

％
20歳以上偶数年齢及び20,25,30,35,40歳 893
30歳代,40歳以上偶数年齢及び40,45,50,55,60歳 1,366

25.9 ％
30歳代,40歳以上偶数年齢及び40,45,50,55,60歳 709

115 －
12 －

491 －
720 －
253 －
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【施策額の内訳】

【施策の効果】

【施策の目的】

【施策の実施】

成人保健総務費 2,278 千円
結核健診費 2,788 千円

施策内容 施策額

女性特有のがん検診推進事業費 6,986 千円
働く世代への大腸がん検診推進事業費 1,268 千円

同和地区保健対策事業費 477 千円
健康増進法健康診査事業費 78 千円

肝炎ウイルス検診費 188 千円
がん検診費 26,252 千円

121,317 121,317

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

合計 40,315 千円

健康診査と各種健康相談、教室を実施することで、壮年期からの健康管理と老後の健康維持につながってい
る。

予防接種事業 健康課

三種混合１期　　※1
（ジフテリア・百日咳・
破傷風）

1期初回 第1回
117人（25.5％）

第2回
139人（30.3％）

第3回
162人（35.4％）458人

1期追加428人 439人（102.6％）

220人(48.0％) 268人(58.5％)
1期追加428人 319人（74.5％）

ＢＣＧ（結核）　　 ※2 458人 330人(72.1％)

各種予防接種を実施し、疾病の早期予防と感染症の蔓延防止に努める。

種別 対象者数（見込） 接種者数（接種率）

不活化ポリオ　　※1
1期初回458人

第1回 第2回 第3回
149人(32.5％)

1期追加428人 50人（11.7％）

麻しん風しん混合
（1期）

428人 437人(102.1％)

麻しん風しん混合
（2期）

580人 530人(91.4％)

三種混合2期 2期
708人

583人（82.3％）
（ジフテリア・破傷風）
四種混合

1期初回458人
第1回

332人(72.5％)
第2回

321人(70.1％)
第3回

304人(66.4％)（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ）

ヒブ
(インフルエンザ菌ｂ
型）

初回　458人
第1回 第2回 第3回

476人（104.0％） 432人（94.3％） 430人（93.9人）
追加　428人 558人（130.4％）

日本脳炎　　　　※3
１期初回：526人 第1回：613人（116.5%） 第2回：　652人（124.0％）
１期追加：528人 751人（142.2％）

2期：626人 379人（60.5％）

子宮頸がん予防
ワクチン　　　　　※4

-
第1回
16人

第2回
20人

第3回
36人

インフルエンザ
65歳以上：14,040人 8,104人（57.7％）

60歳～64歳 18人

小児用肺炎球菌
初回　458人

第1回 第2回 第3回
478人（104.4％） 442人（96.5％） 425人（92.8人）

追加　428人 445人（104.0％）

※1　三種混合と不活化ポリオの接種率が低下しているのは、平成24年11月より四種混合が開始され、三種混
合・ポリオのいずれも受けていない者は原則四種混合を受けることとし、順次四種混合へ移行していくため。

※2　BCGの接種率が低下しているのは、平成25年度より対象者が6か月未満から1歳未満へ変更されたため。
※3　日本脳炎１期の接種率が100％を超えているのは、平成17年度から平成21年度にかけて日本脳炎予防
接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逃した者が特例対象者として定期接種対象となり、
標準的な接種期間以外の接種が増えたため。
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【施策額の内訳】

【施策の効果】

【施策の目的】

【施策の実施】

【施策額の内訳】

健康づくり推進協議会
食生活改善事業

【施策の効果】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境衛生関係団体育成事業（環境衛生費） 生活環境課

【施策の目的】

【施策額】
小郡市環境衛生組合連合会補助金 1,800千円

【施策の実施】
(1) 蚊・蝿の一斉駆除（5月～8月） (6)トレーの回収（平成9年9月より）
(2)花いっぱい運動 (7)紙パック回収（平成10年9月より）
(3)リサイクル推進 (8)剪定枝回収（平成11年4月より）
(4)空き缶回収（平成6年10月より） (9)ペットボトル回収（平成11年4月より）
(5)紙・布回収（平成8年10月より） (10)機関紙等の発行

(11)公用地雑草のリサイクル

高齢者個別接種費 22,265 千円
広域予防接種費 15,187 千円

予防接種総務費 3,209 千円
小児個別接種費 80,656 千円

※4　子宮頸がんの接種率が低いのは、特異的な副反応症例のため、国の勧告により平成25年6月14日より積
極的勧奨を差し控えることになったため。対象者が未入力なのは平成24年度までにすでに接種している人もお
り、把握が困難なため。

施策内容 施策額

652 652

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

合　　　　計 121,317 千円

予防接種法に規定されている各種予防接種を安全かつ適切に実施することにより、乳幼児期、学童期、高齢
期の重篤な疾病予防に寄与することができている。

健康づくり推進事業 健康課

施策内容 施策額
137 千円
515 千円

食生活改善推進教室 年間7回、延べ59人、修了者9人
健康を守る母の会中央研修 年間7回、延べ149人
食生活アドバイザー会議 年間2回、延べ28人

健康づくり推進協議会の開催、食生活改善事業等を実施することにより市民の健康づくりを総合的に支援す
る。

事業の種類 事業内容
健康づくり推進協議会 年間4回開催　延べ70人参加
食生活改善事業 栄養相談 12人

一般財源

1,800 1,800

合　　　計 652 千円

健康づくり推進協議会の実施により、各団体における健康づくり事業の情報を共有し、また、協働の取り組みを
行うことができている。
食生活改善事業の実施により、栄養・食生活の改善を通して、市民の健康の保持増進につなげることができて
いる。

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

小郡市環境衛生組合連合会を助成し、各衛生組合相互の連携により生活環境の改善及び衛生思想の普及向
上等に関する自主的実践活動を推進し、 もって健康で文化的な住みよい郷土を実現することを目的とする。
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（リサイクル品目別回収実績:市全体）

【施策の効果】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北苑管理事業 生活環境課

【施策の目的】
葬斎場（河北苑）の管理運営事業

【施策額の内訳】
管理運営費 使用料等収入

需用費 千円 葬斎場使用料 千円
役務費 千円 行政財産使用料 千円
委託料 千円 大刀洗町分負担金 千円
使用料及び賃借料 千円 その他収入 千円
工事請負費 千円
負担金 千円 　計 千円
　計 千円
[葬斎場使用料金]

霊安室及び斎場の使用料は100分の105を乗じて得た金額とする。

【施策の効果】

[利用実績] （単位：件）

スチール 56ｔ 53ｔ 47ｔ
新聞紙 1,675ｔ 1,395ｔ 1,589ｔ

品　　目 平成23年度実績 平成24年度実績 平成25年度実績
アルミ 73ｔ 74ｔ 72ｔ

紙パック 8ｔ 7ｔ 7ｔ
ペットボトル 71ｔ 92ｔ 74ｔ

布 264ｔ 195ｔ 258ｔ
トレー 5ｔ 5ｔ 3ｔ

雑紙 982ｔ 832ｔ 960ｔ
段ボール 342ｔ 284ｔ 343ｔ

42,605 28,634 13,971

生活環境の改善や住みよい郷土づくり等に繋がる様々な事業が展開でき、ごみ減量やリサイクル推進が図られ
ている。

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

剪定枝 144ｔ 148ｔ 163ｔ
公用地雑草 89ｔ 92ｔ 86ｔ

区　　　分 単位
金　　　額

市　内 市　外
火葬 遺体 13歳以上 １体 30,000円

21 4
14,721

72 28,634
42,605

12,426 23,455
318 80

15,047 5,095

人体の一部 １件 10,000円 30,000円
霊安室 １日 1,000円 3,000円

90,000円
13歳未満 １体 20,000円 60,000円
死胎 １体 15,000円 45,000円

小郡 大刀洗 市外 合計
火葬 492 146 27 665

通夜 １回 15,000円 45,000円

老朽化した火葬炉（5号炉）等の改修工事を行い、火葬場利用者へ安全で安定したサービスの提供を行うこと
ができた。

斎場 葬儀 １回 10,000円 30,000円

葬儀 65 7 2 74
通夜 67 7 2 76
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雑草等除去対策事業　　 生活環境課

【施策の目的】

【施策の実施】

【施策額の内訳】
雑草除去委託料 千円
印刷製本費 千円
合計 千円

【施策の効果】

雑草除去面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公害対策費 生活環境課

【施策の目的】

【施策の実施・施策額の内訳】
（1）河川水質定期検査 千円
　（A)一般項目　　年2回
　　項目（9項目）・・・生活環境の保全に関する環境基準項目

検査箇所：12箇所

　（B)健康項目　　年1回
　　項目（27項目）・・・人の健康の保護に関する環境基準項目
　　　　カドミウム、シアン、アルキル水銀、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、PCBほか

検査箇所：2箇所

（2）井戸水検査　 千円
1．地下水汚染追跡調査 箇所 項目（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） 年1回
    地下水汚染調査（小郡中） 箇所 項目（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） 年8回
2．地下水水質調査 箇所（保育所・公民館） 項目 年1回

（3）自動車騒音常時監視

（4）公害事務協議会負担金

【施策の効果】
市内環境を監視することにより、環境保全に寄与している。

31,806 4,141 27,665

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

私有地 50,505 48,120 47,881 43,508 42,333

（単位：㎡）
区分 H21 H22 H23 H24 H25

空き地等の雑草除去を通じて、病害虫の発生・火災や犯罪の誘発・不法投棄を防ぎ、環境保全を図る。

空き地等が雑草等で不良状態になるおそれがあるとき又は不良状態にあるとき、その除去について所有者等
に助言等を行う。
所有者等自らが不良状態を除去できない場合、所有者等より市が受託する。

31,786
20

31,806

空き地（私有地・公有地）の雑草を除去することで、空き地周辺の住環境保全に寄与することができた。

2,527 14 2,513

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

公有地 345,492 352,581 363,920 381,638 356,066

630 千円

20 千円

657
9 1

42 1
7 34

小郡市内の水質分析等の調査により、その状況を把握し、今後の環境保全に資する。

1,220

　　　　水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量、大腸菌群数ほか

　　　　宝満川　4地点　　宝珠川　2地点　　高原川　2地点　　草場川　1地点    
　　　　石原川　1地点　　口無川　1地点　　築地川　1地点

　　　　宝満川西小田橋、今朝丸橋
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【施策の目的】

【施策の実施】

【施策額の内訳】
災害対応型太陽光発電システム設置工事に伴う設計･監理業務委託
・小郡市役所本館
・総合保健福祉センター（あすてらす）
・生涯学習センター

【施策の効果】

【施策の目的】

【施策の実施】 （平成25年4月1日～平成26年3月31日）
①歩行専用健康増進プール ③満天の湯利用者数

②会議室等利用団体数

太陽光発電システム設置事業 生活環境課

福岡県再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金事業）を活用し、「環境負荷の
少ない災害に強い街」をつくるべく、災害対策本部である本庁舎及び災害避難所である総合保健福祉セン
ター（あすてらす）、生涯学習センターに、それぞれ太陽光発電設備12ｋｗ、蓄電池設備15ｋｗのシステムを設
置する。

市役所本館、総合保健福祉センター（あすてらす）、生涯学習センターにおける防災型太陽光発電･蓄電シス
テムの設計。※監理及び設備設置は平成26年度に行う。

818 千円
680 千円

2,418 2,418

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

地域保健活動の核であり、健康づくりの意識向上につなげられる拠点施設として設立された総合保健福祉セン
ターの維持・管理を行う。

(単位：人)

・トレーニング室の一般利用者数 (単位：人) 利用者数

その他 一般財源

177,529 61,860 115,669

920 千円

市が先進的な取り組みを行うことにより、市民や市内事業所の防災意識の高揚につながり、引いては、環境負
荷の軽減に寄与する。

総合保健福祉センター管理事業 健康課

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債

（内回数券利用） (2,444) 女性 1,636
女性プール利用 12,244

高校生以上
男性 13,962

（内回数券利用）

利用者数 小学生未満 5,506
男性プール利用 3,329

市
内
利
用
者

小中学生
男性 2,178

女性 20,827
（内回数券利用） (576)

市
外
利
用
者

小中学生
男性 1,842

女性トレーニング利用 5,334

(9,968) 女性 7,847
共済男女プール利用 2

65歳以上等
男性 27,803

男性トレーニング利用 783

9,325
施設計 21,693

65歳以上等
男性 14,491
女性 13,103

女性 1,751
（内回数券利用） (3,997)

高校生以上
男性 11,078

共済男女トレーニング利用 1 女性

29,690
多目的ホール 1,055 28,266

500円回数券利用
男性 506

検診室 408 8,343

団体数(件） 利用者数(人)
250円回数券利用

男性 30,103
調理実習室 251 3,638 女性

4,437 女性 921
会議室3 371 9,575

500円ギフト券利用
男性 39

会議室4

女性 710
会議室1 275 3,355

250円ギフト券利用
男性 789

会議室2 225

研修室2 457 4,470 社協利用男女 316
各種教室 238 2,918 その他 507

235 1,947 女性 106
研修室1 507 4,850 共済利用男女 660

会議室等計 4,978 97,187 家族風呂利用数 1,626

視聴覚室 362 16,773 合計 195,696
和室 594 8,615 音楽教養室利用数 1,043
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【施策の効果】

４款　衛生費　　２項　清掃費

一般廃棄物処理費 生活環境課

【施策の目的】

【施策の実施】
・ごみ減量リサイクルアドバイザーによる啓発　（講演実績31回）

報償費
需用費 
役務費   
委託料 

使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金

※参考  資源物売却金 1 新聞紙 5 紙パック
2 雑誌 6 ペットボトル
3 段ボール 7 アルミ缶
4 古布 8 スチール缶

【施策の効果】

（単位：千円）

合併処理浄化槽設置整備業務 下水道課

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

適切な維持・管理により施設・設備が保全され、利用者数も安定している。
保健・福祉分野の各団体の事業や、市民の自主的な健康づくりの拠点として十分に機能している。

【施策額の内訳】
施策総額 6,540千円 人槽 補助額 基数

【施策の目的】
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併浄化槽の設置者に対し補助金交付を行い、合
併処理浄化槽の設置を促進する。

【施策の実施】
対象区域 公共下水道事業の認可区域外の市内全域
対象施設 専用住宅（住居部分の床面積が1/2以上）、建て主が個人

6,540 2,113 2,180 2,247

【施策の効果】
公共下水道認可区域以外の水質汚濁を防止するための合併処理浄化槽の設置につながる。

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

9～10人槽 450千円 0 0千円
計 20 6,540千円

事業費
5人槽 300千円 11 3,300千円
7人槽 360千円 9 3,240千円

2 雑紙 912t 5 紙パック 7t 8 スチール缶 42t

市民生活の営みや事業活動に伴って発生する廃棄物の適正処理及び生活環境の保全や公衆衛生の向上を
図る。

・一般廃棄物の収集　（可燃性ごみ 13,553t、不燃性ごみ 927t、粗大ごみ 1,208t、資源ごみ 6,199t）
・資源ごみ分別促進奨励金　（古紙・古布・ペットボトル　4.0円/kg ｱﾙﾐ缶 115.5円/kg　ｽﾁｰﾙ缶 26.25円/kg）

1 新聞紙 1,545t 4 古布 240t 7 アルミ缶 64t

373,497 186,262 187,235

324,629千円 （ごみ収集及びリサイクル収集、犬猫死体収集、不法投棄・家電リ
サイクル品収集、トレー選別、カレンダー配送業務）

4千円 （有料道路等使用料）
21,184千円 （環境衛生器具等設置費補助金、資源ごみ分別促進奨励金）

766千円 （ごみ減量リサイクルアドバイザー謝金・リサイクルステーション指導員謝金）

17,981千円 （指定ごみ袋、ごみ収集カレンダー等）
8,933千円 （指定ごみ袋販売手数料等）

3 段ボール 328t 6 ペットボトル 71t
・環境衛生器具設置費補助　（購入金額の1/2を補助　　25年度補助基数 37基）

【施策額の内訳】

325ｔ 2,726千円 68ｔ 7,859千円
245ｔ 771千円 44ｔ 1,159千円

1,509ｔ 12,679千円 7ｔ 44千円
全体 32,225千円 912ｔ 5,748千円 74ｔ 1,239千円

市から排出される一般廃棄物の収集から処理まで適正に行えており、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図
ることができている。また、ごみ減量施策を実施することで、地域住民によるごみの分別活動の確立を図り、ごみ
の減量化と資源再利用を地域ぐるみで推進することができている。
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廃棄物処理施設管理運営費 生活環境課

【施策の目的】

【施策の内容、施策額】

【施策の効果】

　 し尿処理事業 生活環境課

【施策の目的】

【施策の実施】
収集量 し尿 浄化槽等

【施策額の内訳】
し尿中継基地管理関係 （うち基山町負担44％）
し尿中継基地用地借地料
し尿中継基地より両筑苑の陸送 （10t車：955台）
両筑衛生施設組合（両筑苑）負担金
下水道事業供用開始に伴うし尿補償 （2t車換算：747.5台）

収集量の推移                  （単位：ｋｌ）

【施策の効果】

４款　衛生費　　３項　上水道費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上水道施設整備事業　　　　　　　　　　 生活環境課

1．水道加入負担金　1,890千円
【施策の目的】

小郡・筑紫野ニュータウン内の水道加入負担金を、公共施設等整備基金より支払うもの。

【施策の実施、施策額の内訳】
円
円

2．上水道埋設工事負担金　13,891千円
【施策の目的】

三井水道企業団が行う公道への上水道管埋設費用を負担する。

ごみ処理施設の管理運営に係る小郡市負担分

(1)汚染負荷量賦課金 70千円
(2) 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合負担金 562,440千円

平成20年度より稼働している「クリーンヒル宝満」は、熱回収施設とリサイクルセンターを併設した廃棄物循環型
処理施設で、1日あたり250トンの処理能力があり、一般廃棄物の中間処理を行っており、2市1町の廃棄物処理
が長期的に安定的に確保されている。

562,510 562,510

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

し尿中継基地の管理、中継基地よりし尿処理場（両筑苑）への陸送、し尿処理場（両筑苑：両筑衛生施設組合）
の負担金の支払いを行う。

3,611.2ｋｌ 6,776.0ｋｌ

2,620千円
773千円

22,060千円

77,124 1,153 75,971

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

H24 H25
し尿 6,889.4 5,681.0 5,060.7 4,355.6 3,999.9 3,772.5 3,611.2

35,600千円
16,071千円

H19 H20 H21 H22 H23

一般財源

36,252 400 3,665 32,187

7,071.8 6,776.0

下水道事業の供用に伴い、収集量については年々減少しているが、し尿の収集から処理までの事業について
は円滑に実施できている。

（単位：千円）

総　　額
財　源　内　訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

浄化槽等 10,829.2 10,050.5 8,875.0 7,721.8 7,219.3

希みが丘 1 戸× 105,000 円＝ 105,000 ※加入はメータ口径20mm
美鈴が丘 17 戸× 105,000 円＝ 1,785,000
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【施策の実施、施策額の内訳】
（1）平成25年度埋設工事

①
②
③
④
⑤
⑥

（2）三井水道企業団に対する償還金　6,791千円

3．広域化対策事業負担金　5,216千円
【施策の目的】

4．水源開発対策事業負担金　14,855千円
【施策の目的】

5．上水道出資事業　400千円
【施策の目的】

【施策の効果】

工区 口径 延長 事業費（小郡市負担） 備考
大崎 φ50 52.5m

企業団負担312千円
津古 φ50 65.8m 760千円 企業団負担298千円
大崎 φ50 69.7m 1,347千円

975千円 企業団負担253千円
大保 φ50 45.6m 1,109千円 企業団負担256千円

福岡県南広域水道企業団において、平成9年度以前に完成した構造物（荒木浄水場・排水場・送水施設・送
水管）の耐震補強を行うもの。平成21年度から27年度までの7年間（平成21～22年は設計、平成23～27年度は
工事）で実施

末端給水事業体である三井水道企業団、および用水供給事業体である福岡県南広域水道企業団の一部経費
を負担することにより、市内の上水道の安定供給ができている。

合　　計 401.7m 7,100千円

福岡県南広域水道企業団において、平成元年度以前に実施した、上水道水道管網（送水施設）の面的整備
事業及び導水施設・浄水施設などの整備等に係る公債費（企業債）に対する元利償還金の小郡市負担分（平
成30年度完済予定）

福岡県南広域水道企業団において、ダム等の水源開発対策事業に係る公債費(企業債)に対する元利償還金
の小郡市負担分

企業団負担315千円
大保 φ50 50.3m 987千円 企業団負担242千円
大崎 φ50 117.8m 1,922千円
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